
【別紙】 

 「良質な雇用による正社員就職者等」の定義について 

 

 「良質な雇用による正社員就職者等」 

支援を受けた事業主に正社員等（実施要領に定める正社員等をいう。以下同じ。）として雇

用された者又は支援を受けた求職者のうち正社員等として雇用された者、若しくは支援を受け

た事業主に雇用される労働者のうち処遇改善が図られた労働者であって、次の①及び②又は  

①及び③を満たす者の数。（②については(ｱ)から(ｳ)のいずれか１項目を選択） 

   また、正社員として雇用された者には、非正規雇用労働者から正社員へ転換された者を含む

ものとする。  

なお、新規創業を行った者やフリーランス等で就労することになった者については、アウトカ

ムの対象に含めない。  

 

① 賃金要件（必須要件） 

 以下(ｱ)または(ｲ)いずれかの基準を満たした場合。 

 (ｱ) 就労期間における所定内給与額（実施要領に定める所定内給与額をいう。）の１か月当たり

の平均額が別表「令和８年度地域活性化雇用創造プロジェクトアウトカム指標（平均所定内

賃金月額）基準額一覧（以下「別表」という。）」の「１都道府県別係数」に定める都道府県毎の

基準額以上であること。ただし、戦略的雇用創造分野が単一産業で、当該単一産業が別表

の「２産業別係数」に記載の産業に該当する場合、別表の１の基準額に当該係数を乗じた賃

金額を基準額とする。 

 (ｲ) 前職（直近のものに限る。）または処遇改善前の月所定内給与額が５％以上上昇したこと。 

 

② 労働時間・休暇関連要件（選択要件）  

以下(ｱ)から(ｳ)のうち、いずれか１項目を選択し当該基準を満たした場合。 

 (ｱ) 月平均所定外労働時間が 20時間以下であること。 

 (ｲ) 休暇関係 当該事業実施年度中の有給休暇の年間付与日数に対する取得率 70％以上の

場合または特別休暇を５日取得した場合。  

※上記要件と併せて月平均の所定外労働時間 45時間以下であることが必要。  

※対象となる特別休暇は、病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための

休暇、時間単位の特別休暇とし、休暇の名称問わず、これらと同義の休暇であれば対象と

する。  

※アウトカムとして計上できるのは、有給休暇や特別休暇の制度を就業規則等により整備し

ている事業所に限る。  

(ｳ) 労働時間関係（柔軟な働き方選択制度） 

    採用・処遇改善された時点から６か月の間に、下記表に記載のとおりの制度を一定基準(合



計 20 日)以上利用した場合。 ※上記要件と併せて月平均の所定外労働時間 45 時間以下

であることが必要。  

※アウトカムとして計上できるのは、下記表に記載の制度を就業規則等により整備している

事業所に限る。 

 

 

（別表） 

令和８年度地域活性化雇用創造プロジェクトアウトカム指標 

（平均所定内賃金月額）基準額一覧 


